
関西電力株式会社美浜発電所３号炉、高浜発電所１号炉、２号炉、 
３号炉及び４号炉並びに大飯発電所３号炉及び４号炉の 

発電用原子炉設置変更許可について（案） 
―大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しへの対応― 

 
令和３年５月１９日 

原子力規制委員会 

 

１．経緯 

 原子力規制委員会は、令和元年９月２６日に、関西電力株式会社（以下「関西電力」

という。）から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基

づき提出された美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書を受理した。また、令和３年１月２６日及び令和３年２月２６日に、関西電力

から当委員会に対し補正書の提出がなされた。 

当委員会は、本申請について、原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準

用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合しているものと認められ

ることから、令和３年３月１７日の第６５回原子力規制委員会において、審査の結果

の案を取りまとめ、審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集を行うとともに、

原子力委員会及び経済産業大臣の意見を聴取することとした。 

今般、審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集の結果並びに原子力委員会及

び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、本申請に対する設置変更許可（以下「本

件許可」という。）の可否について判断を行うこととする。 

 

２．審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集の結果 

（１）結果概要 

① 期間：令和３年３月１８日～令和３年４月１６日（３０日間） 

② 対象： 

 関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発

電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る

もの）、第３号及び第４号関連）（案） 

 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２

号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（案） 

 関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及

び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術的能

力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（案） 

資料１ 
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③ 総数：50 件1（うち美浜 14 件、高浜 27 件、大飯 9件） 

（２）御意見の概要及び考え方 

寄せられた御意見の概要及び当該御意見への考え方を、以下のとおり取りまと

める。 

（別紙１） 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書（案）に対する御

意見への考え方（案） 

（別紙１－１：美浜、別紙１－２：高浜、別紙１－３：大飯） 

（別紙２） 審査書（案）に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考

え方（案） 

 

３．審査の結果について 

審査書については、寄せられた御意見を踏まえ、別紙３－１～３－３の添付のとお

りとする。本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係

るものに限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められるとの結論に変更

はない。 

以上のことから、別紙３－１～３－３のとおり審査の結果を取りまとめる。 

 

４．原子力委員会への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６

第３項の規定に基づき、同条第１項第１号に規定する許可の基準の適用について原子

力委員会の意見を聴いたところ、別紙４－１～４－３のとおり「本件申請については、

（中略）当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れるとする原子力規制委員会の判断は妥当である」との答申があった。 

 

５．経済産業大臣への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、経済産業大臣の意見を聴いたとこ

ろ、別紙５－１～５－３のとおり「許可することに異存はない」との回答があった。 

 

６．発電用原子炉設置変更許可処分について 

以上を踏まえ、本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項各号に規定する許

可の基準のいずれにも適合していると認められることから、同法第４３条の３の８第

１項の規定に基づき、別紙６－１～６－３のとおり許可することとする。 

 

 

 

 

                                                   
1 御意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基づく。延べ意見数
は 58件（うち美浜 17件、高浜 31件、大飯 10件）。 
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７．本件許可後の設計及び工事の計画の認可その他の処分並びに検査等の取扱い 

（１）令和２年度第６５回原子力規制委員会における了承事項 

「本件許可後に行われる設計及び工事の計画の認可その他の処分並びに検査等

の措置の取扱いについては、令和元年度第１３回原子力規制委員会において決定

した方針に従い、今後、関西電力から、公開の審査会合において、工事に要する

期間その他の本件許可に係る対応を完了させるべき期限を判断するために必要な

事項を聴取した上で、本件許可と併せて、当委員会として決定する。」（別紙７参

照） 

（２）今後の取扱い 

令和３年４月８日2の関西電力からの意見聴取の結果（別紙８参照）も踏まえて、

本件許可後に行われる設計及び工事の計画の認可その他の処分並びに検査等の措

置の今後の取扱いは以下のとおりとする。 

① 大山火山の大山生竹テフラ（以下「ＤＮＰ」という。）の噴出規模の見直し

に係る設計及び工事の計画の認可、保安規定変更認可並びに使用前事業者検

査及び使用前確認（以下「設工認等」という。）の手続きを完了させるべき

期限は、本件許可日（令和 年 月 日）から１年以降の最初の原子炉等規

制法第４３条３の１６第１項の検査（定期事業者検査）において、原子炉を

起動するために必要な検査を開始する日とする。 

② 上記の期限までにＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設工認等の手続きが完

了していない発電用原子炉施設は、運転の前提条件を満たさないものと判断

する。 

③ 上記の期限前に行われるその他の設工認等及び定期事業者検査については、

従前の火山事象に関する想定を前提として規制基準への適合性を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
2 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第９６４回）（令和３年４月８日開催） 
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［附属資料一覧］ 

別紙１ 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書（案）に対する御意見への

考え方（案） 

（別紙１－１：美浜、別紙１－２：高浜、別紙１－３：大飯） 

別紙２ 審査書（案）に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考え方（案） 

別紙３  発電用原子炉設置変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

添付 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書（修正案） 

（別紙３－１：美浜、別紙３－２：高浜、別紙３－３：大飯） 

別紙４ 発電用原子炉の設置変更許可について（答申） 

（別紙４－１：美浜、別紙４－２：高浜、別紙４－３：大飯） 

別紙５ 発電用原子炉の設置変更許可に関する意見の聴取について（回答） 

（別紙５－１：美浜、別紙５－２：高浜、別紙５－３：大飯） 

別紙６ 発電用原子炉の設置変更について（案） 

（別紙６－１：美浜、別紙６－２：高浜、別紙６－３：大飯） 

別紙７ 関西電力株式会社美浜発電所３号炉、高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及

び４号炉並びに大飯発電所３号炉及び４号炉の発電用原子炉設置変更許可

申請書に関する審査の結果の案の取りまとめについて（案）―大山火山の大

山生竹テフラの噴出規模の見直しへの対応―（令和３年３月１７日 原子力

規制委員会 資料２－１）（抜粋） 

別紙８ 美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の大山火山の大山生竹テフラの噴出

規模の見直し対応に必要な期間について（第９６４回原子力発電所の新規制

基準適合性に係る審査会合 資料１－１）（抜粋） 

参考１ 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書（修正案）（令和３年３月

１７日意見募集版からの変更見え消し） 

（参考１－１：美浜、参考１－２：高浜、参考１－３：大飯） 
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関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（３号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

  

別紙１―１ 
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Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

御意見の概要 考え方 

（１） 

 美浜３号の燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐えら

れない可能性が高い。 

基本設計等の技術的成立性の確認に関し、審査書は「施設を内

包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積

雪による荷重の組合せを含む。）の影響について、荷重又は応力

による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回るこ

とから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた」と

しているが、燃料取替用水タンクについて構造健全性が確実に

成り立つとは言えない。積雪が現行評価値の 100cm をわずかに

超えて 105cm になると応力が許容応力を超える。昨今の積雪の

傾向からすれば、100cm の評価では余りにも不十分だ。 

積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審

査書案は撤回すべき。老朽原発美浜３号は止めたまま、技術的

成立性について再検討・再評価すべきだ。 

 

（２） 

 屋外タンク等について、審査書案では「構造健全性が維持され

る」としているが、積雪 105 ㎝になると許容層厚を超える状態

になるため、健全性が維持されると認めてはならない。燃料取

替用水タンクに係る影響評価について、設計及び工事の計画の

認可の審査で対応すればよしとせず、このような方針自体を認

めないよう強く求める。 

 

 

（１） 

 設置変更許可申請に係る審査においては、施設を内包する建屋、屋

外タンク等について、降下火砕物の堆積荷重の影響に対し安全機能

を損なうことのない設計とするとの基本的設計方針について、技術

的成立性があることを確認したものです。 

降下火砕物の堆積荷重に対する詳細な強度評価については、今後、

設計及び工事の計画の認可申請に係る審査において確認します。 

なお、積雪荷重については、除雪による緩和措置をとることも考慮

し、建築基準法に基づき積雪量 100cm と設定されていることを確認

しています。また、保安規定において、積雪量が 100 ㎝を超えない

ようにあらかじめ除雪を行う運用が定められていることを確認し

ています。 

 

 

 

 

（２） 

 同上 
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Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

御意見の概要 考え方 

（３） 

 審査書案 p.6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日の審査

会合に提出された資料 2-2 の p.101 において、関西電力は「モ

ニタリングカーによる測定が可能」、「消防自動車を用いた消火

が可能」としているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定

で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。 

降灰時はワイパーが間に合わずフロントガラスに灰がべっとり

とこびりつくこともあるため、重機等による除灰は困難であり、

またゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰は困難である

ことから、車両の走行が困難な状況を想定すべきである。 

（３） 

 移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚22cm及

び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が可

能であることを確認しています。重機による作業を行う際、作業前

及び作業中に人力で重機に堆積した降下火砕物を除去することに

なると考えられますが、降灰環境下でも屋外で作業を行う人員に対

し必要な視界が確保されることを確認しています。 

なお現行の保安規定においても、運用として、重機が故障しないよ

う降下火砕物及び積雪の除去を行うこと、重機等を用いて移動経路

の除灰及び除雪を行うこと、及び凍結、積雪を考慮し車両にオール

シーズンタイヤを配備することが定められていることを確認して

います。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

（４） 

 火山灰層厚 22cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があ

るので、美浜３号の「保安規定を変えない」との関西電力の方

針は容認すべきでない。 

規制委員会は、関西電力の方針を容認しているが、その条件の

一つとして「蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発

生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること」を挙

げている。この条件の成立は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポン

プの稼働に依存し、そのポンプの電気は電源車によって供給す

るが、火山灰が 22cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重な

った状態で、電源車を運んでくることが可能なのか。 

審査では、火山灰の堆積 22cm でも対策が成り立つという実際の

証明はなされていないので、保安規定の変更が必要ないとの判

断は成立しない。美浜３号は運転を止めたままで、火山灰の影

響について再評価すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 

 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプへの給電を行う電源車について

は、気象庁の降灰予報を受けて、発電所への降灰到達までの間に建

屋内に移動する運用としていることから、移動時に降下火砕物の堆

積の影響を受けることはないことを確認しています。 

移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚 22cm

及び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が

可能であることを確認しています。また、電源車の移動経路上の降

灰及び積雪については、保安規定において、重機等による撤去を行

う運用が定められていることを確認しています。 

以上から、美浜発電所３号炉については、降下火砕物の最大層厚の

変更後においても発電用原子炉の保全のために必要な活動を行う

ことが可能であり、保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当

であると判断しました。 

なお、非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替及び清掃や、蒸気発

生器補給用仮設中圧ポンプ及び電源車による蒸気発生器への注水

など、保安規定に定める措置の妥当性は、設置変更許可での審査項

目ではありませんが、美浜発電所３号炉については、申請者から、

降下火砕物の最大層厚の変更後においても保安規定の変更はしな

いとの見解が示されたことから、最大層厚の変更後も発電用原子炉

施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であることを、設

置変更許可の審査に合わせて確認したものです。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

（５） 

 降灰時はワイパーが間に合わずフロントガラスに灰がべっとり

とこびりつくこともあるため重機等による除灰は困難であり、

またゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰は困難である

ことから、電源車の走行が困難な状況を想定すべきである。 

 

（５） 

 移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚 22cm

及び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が

可能であることを確認しています。重機による作業を行う際、作業

前及び作業中に人力で重機に堆積した降下火砕物を除去すること

になると考えられますが、降灰環境下でも屋外で作業を行う人員に

対し必要な視界が確保されることを確認しています。 

なお現行の保安規定においても、運用として、重機が故障しないよ

う降下火砕物及び積雪の除去を行うこと、重機等を用いて移動経路

の除灰及び除雪を行うこと、及び凍結、積雪を考慮し車両にオール

シーズンタイヤを配備することが定められていることを確認して

います。 
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関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

  

別紙１―２ 

11



 
 

Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

御意見の概要 考え方 

（１） 

 高浜１・２号の燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐

えられない可能性が高い。 

基本設計等の技術的成立性の確認に関し、審査書は「施設を内

包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積

雪による荷重の組合せを含む。）の影響について、荷重又は応力

による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回るこ

とから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた」と

しているが、燃料取替用水タンクについて構造健全性が確実に

成り立つとは言えない。積雪が現行評価値の 100cm をわずかに

超えて 108 ㎝になると応力が許容応力を超える。昨今の積雪の

傾向からすれば、100cm の評価では余りにも不十分だ。 

積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審

査書案は撤回すべき。老朽原発高浜１・２号は止めたまま、技

術的成立性について再検討・再評価すべきだ。 

 

（２） 

 屋外タンク等について、審査書案では「構造健全性が維持され

る」としているが、積雪 108 ㎝になると許容層厚を超える状態

になるため、健全性が維持されると認めてはならない。燃料取

替用水タンクに係る影響評価について、設計及び工事の計画の

認可の審査で対応すればよしとせず、このような方針自体を認

めないよう強く求める。 

 

 

（１） 

 設置変更許可申請に係る審査においては、施設を内包する建屋、屋

外タンク等について、降下火砕物の堆積荷重の影響に対し安全機能

を損なうことのない設計とするとの基本的設計方針について、技術

的成立性があることを確認したものです。 

降下火砕物の堆積荷重に対する詳細な強度評価については、今後、

設計及び工事の計画の認可申請に係る審査において確認します。 

なお、積雪荷重については、除雪による緩和措置をとることも考慮

し、建築基準法に基づき積雪量 100cm と設定されていることを確認

しています。また、保安規定において、積雪量が 100 ㎝を超えない

ようにあらかじめ除雪を行う運用が定められていることを確認し

ています。 

 

 

 

 

（２） 

 同上 
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Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

御意見の概要 考え方 

（３） 

 審査書案 p.6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日の審査

会合に提出された資料 2-3 の p.105、資料 2-4 の p.106 におい

て、関西電力は「モニタリングカーによる測定が可能」、「消防

自動車を用いた消火が可能」としているが、火山灰層厚に積雪

100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのか

どうかが不明である。降灰時はワイパーが間に合わずフロント

ガラスに灰がべっとりとこびりつくこともあるため、重機等に

よる除灰は困難であり、またゴーグルやマスクをつけた人力に

しても除灰は困難であることから、車両の走行が困難な状況を

想定すべきである。 

 

 

（４） 

 高浜３・４号について、いずれも「基本設計等に技術的成立性

がある」（審査書案 7 頁）ことは確認されていない。このため

「基本設計等に技術的成立性がある」とするのは誤りである。

理由は、最大層厚の変更により、非常用ディーゼル発電機のフ

ィルタ取替が間に合わなくなり、フィルタが閉塞してしまうか

らである。 

 

 

（３） 

 移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚27cm及

び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が可

能であることを確認しています。重機による作業を行う際、作業前

及び作業中に人力で重機に堆積した降下火砕物を除去することに

なると考えられますが、降灰環境下でも屋外で作業を行う人員に対

し必要な視界が確保されることを確認しています。 

なお現行の保安規定においても、運用として、重機が故障しないよ

う降下火砕物及び積雪の除去を行うこと、重機等を用いて移動経路

の除灰及び除雪を行うこと、及び凍結、積雪を考慮し車両にオール

シーズンタイヤを配備することが定められていることを確認して

います。 

 

（４） 

 高浜３号炉及び４号炉の非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替

等の技術的成立性については、今後、保安規定変更認可申請の審査

において確認する事項であり、設置変更許可段階で確認する基本設

計等には含まれません。 

保安規定変更認可の審査において確認する理由は、（１０）の御意見

への考え方を参照ください。 

なお、高浜発電所３号炉及び４号炉については、申請者が別途、保

安規定変更認可申請を行う方針としており、今般の審査において非

常用ディーゼル発電機のフィルタ取替等の技術的成立性について

判断は行っていません。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

（５） 

 火山灰層厚 27cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があ

るので、高浜１・２号の「保安規定を変えない」との関西電力

の方針は容認すべきでない。 

規制委員会は、関西電力の方針を容認しているが、その条件の

一つとして「蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発

生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること」を挙

げている。この条件の成立は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポン

プの稼働に依存し、そのポンプの電気は電源車によって供給す

るが、火山灰が 27cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重な

った状態で、電源車を運んでくることが可能なのか。 

審査では、火山灰の堆積 27cm でも対策が成り立つという実際の

証明はなされていないので、保安規定の変更が必要ないとの判

断は成立しない。高浜１・２号は運転を止めたままで、火山灰

の影響について再評価すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 

 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプへの給電を行う電源車について

は、気象庁の降灰予報を受けて、発電所への降灰到達までの間に建

屋内に移動する運用としていることから、移動時に降下火砕物の堆

積の影響を受けることはないことを確認しています。 

移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚 27cm

及び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が

可能であることを確認しています。また、電源車の移動経路上の降

灰及び積雪については、保安規定において、重機等による撤去を行

う運用が定められていることを確認しています。 

以上から、高浜発電所１号炉及び２号炉については、降下火砕物の

最大層厚の変更後においても発電用原子炉の保全のために必要な

活動を行うことが可能であり、保安規定を変更しないとの申請者の

方針は妥当であると判断しました。 

なお、非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替及び清掃や、蒸気発

生器補給用仮設中圧ポンプ及び電源車による蒸気発生器への注水

など、保安規定に定める措置の妥当性は、設置変更許可での審査項

目ではありませんが、高浜発電所１号炉及び２号炉については、申

請者から、降下火砕物の最大層厚の変更後においても保安規定の変

更はしないとの見解が示されたことから、最大層厚の変更後も発電

用原子炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能である

ことを、設置変更許可の審査に合わせて確認したものです。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

（６） 

 蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプへ給電する電源車の移動につ

いて、今回、環境条件が以前とは大幅に変わったので、当然対

応方法も変わるはずであり、保安規定の修正も必要になる。本

審査書案はこの点について欠落がある。 

 

（７） 

 降灰時はワイパーが間に合わずフロントガラスに灰がべっとり

とこびりつくこともあるため重機等による除灰は困難であり、

またゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰は困難である

ことから、電源車の走行が困難な状況を想定すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 

 同上 

 

 

 

 

（７） 

 移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚 27cm

及び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が

可能であることを確認しています。重機による作業を行う際、作業

前及び作業中に人力で重機に堆積した降下火砕物を除去すること

になると考えられますが、降灰環境下でも屋外で作業を行う人員に

対し必要な視界が確保されることを確認しています。 

なお現行の保安規定においても、運用として、重機が故障しないよ

う降下火砕物及び積雪の除去を行うこと、重機等を用いて移動経路

の除灰及び除雪を行うこと、及び凍結、積雪を考慮し車両にオール

シーズンタイヤを配備することが定められていることを確認して

います。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

（８） 

 高浜３・４号非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過

程は成り立たない。 

審査書案７頁４行目「審査結果」では、高浜３・４号に関して

保安規定には触れていないが、その理由は下記の状況から、現

行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだ。 

・ 審査会合資料によると、層厚変更後の火山灰濃度を用いて

算出されたフィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集

容量到達までの時間）は 67 分であるのに対し、層厚変更前

に想定していたフィルタ取替及び清掃に要する時間は合計

80 分（取替 20 分、清掃 60 分）となっており、フィルタの

取替及び清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰ま

りしてしまう。 

したがって、フィルタの取替・清掃が成り立たないため、外

部電源が喪失した場合、全電源喪失となり、福島原発事故が

繰り返される危険がある。 

・ フィルタの清掃について、審査会合資料では、初期から 5回

目までの試験結果として、火山灰付着前のフィルタ前後の

圧力差を示した上で「フィルタ清掃試験結果では、清掃後フ

ィルタ差圧が回復し、差圧が大きく増える傾向がないこと

から、層厚見直し後に清掃回数が 10 回に増加しても成立す

る」としている。しかし高浜３・４号に関しては、初期差圧

38.1 が 5 回目の清掃終了後には 90.8 へと 2.38 倍に増えて

いるにも関わらず 10 回の試験は行っていない。 

清掃回数 10 回までの試験をやり直してデータを公表し、中

途半端な試験だけで関電の報告を容認している審査書案は

（８） 

 高浜発電所３号炉及び４号炉については、申請者が別途、保安規定

変更認可申請を行う方針としており、今般の審査において現行の保

安規定で定める対策の成立性に対して判断は行っていません。この

ため、高浜発電所３号炉及び４号炉の審査書案に保安規定に係る記

載はありません。 

なお、御指摘の審査会合資料に記載されている内容は、層厚 10 ㎝

の時のフィルタ試験結果を基に申請者が行った暫定的な評価であ

るとの前提で説明を受けています。高浜発電所３号炉及び４号炉の

非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替及び清掃作業の成立性に

ついては、層厚見直し後の条件でのフィルタ性能試験及びフィルタ

取替・清掃作業の検証の結果を含めて、今後の保安規定変更認可申

請に係る審査において、公開の審査会合で確認することになりま

す。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

撤回すべき。それまで原発を止めておくべきだ。 

 

（９） 

 本件審査書案には、３号および４号炉の非常用ディーゼル発電

機のフィルタ取替についての評価が記載されていないのはなぜ

か。 

 

（１０） 

 フィルタが閉塞する問題については、設置変更許可についての

審査の中で問題とすべきである。従って、高浜３・４号の設置

変更許可は下すべきではない。従って、原子炉等規制法第四十

三条の三の二十三に基づき、直ちに高浜３・４号の運転停止を

命ずるべきである。 

 

 

 

（９） 

 同上 

 

 

 

（１０） 

 原子力規制委員会は、平成 29 年 12 月 14 日付けで実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則の一部改正を行い、火山影響等発生

時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備を求め、これを保安規定に記載することを要求しました。 

非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替及び清掃については、非常

用交流動力電源設備の機能を維持するための対策として、上記の体

制の整備の一環として実施するものであって、運用に係る事項であ

るため、保安規定変更認可の審査において確認を行います。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

（１１） 

 １ページの１１行目「規定のうち、」と、同２２行目「規定のう

ち」とは、どちらかに記載を統一したほうがよいと思います。 

 

 
 

（１２） 

 ３ページのローマ数字３の記載の結論部には、降下火砕物の最

大層厚を変更するという変更内容を踏まえても技術的能力の既

許可申請の内容を変更する必要はないことが妥当であるか否か

についての説明があったほうがよいと思います。 
 

（１３） 

 ５ページの１行目「位置にある」のは、何がか？（４ページの

最下行から上に１行目の「低速度層」or and「マグマ溜まり」？） 

 
 

（１４） 

 ５ページの１２行目「三方湖」は、ルビを振ったほうがよいと

思います。 
 

（１５） 

 ５ページの１８行目「湿潤密度」は「湿潤密度を」のほうがよ

いと思います。前段の記載と同様に。 
 

（１６） 

 ５ページの下から２行目「距離の関係」は「距離関係」のほう

がよいと思います。下から１０行目の例と同様に。 

（１１） 

 前者では、読みやすさの観点から読点を付けています。後者では、

複数の項目を列挙しており、区切りを明確にするために項目間で読

点を付け、項目内では読点を付けていません。以上から、原案のと

おりとします。 
 

（１２） 

 審査書案の第Ⅲ章は、組織、技術者の確保等、発電用原子炉の設置

及び運転のための技術的能力の一般的な事項について記載するも

のであるため、降下火砕物の最大層厚の変更による影響を受けませ

ん。以上から、原案のとおりとします。 
 

（１３） 

 御指摘の「爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深

さ 7km より深い位置にある」のは低速度層です。文意を明確にする

ために、上記文章の前に「この低速度層は」と追記します。 
 

（１４） 

 御意見を踏まえて修正します。 

 
 

（１５） 

 御意見を踏まえて修正します。 

 
 

（１６） 

 御意見を踏まえて修正します。 
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関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

  

別紙１―３ 
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Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

御意見の概要 考え方 

（１） 

 審査書案 p.6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日の審査

会合に提出された資料 2-5 の p.96 において、関西電力は「モニ

タリングカーによる測定が可能」、「消防自動車を用いた消火が

可能」としているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で

除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。 

降灰時はワイパーが間に合わずフロントガラスに灰がべっとり

とこびりつくこともあるため、重機等による除灰は困難であり、

またゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰は困難である

ことから、車両の走行が困難な状況を想定すべきである。 

 

 

 

（２） 

 「基本設計等に技術的成立性がある」（審査書案 7頁）ことは確

認されていない。このため「基本的設計等に技術的成立性があ

る」とするのは誤りである。理由は、最大層厚の変更により、

非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替が間に合わなくなり、

フィルタが閉塞してしまうからである。 

 

（１） 

 移動経路上の除灰及び除雪の成立性については、火山灰層厚25cm及

び積雪 100cm を想定しても、重機によりアクセスルートの復旧が可

能であることを確認しています。重機による作業を行う際、作業前

及び作業中に人力で重機に堆積した降下火砕物を除去することに

なると考えられますが、降灰環境下でも屋外で作業を行う人員に対

し必要な視界が確保されることを確認しています。 

なお現行の保安規定においても、運用として、重機が故障しないよ

う降下火砕物及び積雪の除去を行うこと、重機等を用いて移動経路

の除灰及び除雪を行うこと、及び凍結、積雪を考慮し車両にオール

シーズンタイヤを配備することが定められていることを確認して

います。 

 

（２） 

 大飯３号炉及び４号炉の非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替

等の技術的成立性については、今後、保安規定変更認可申請の審査

において確認する事項であり、設置変更許可段階で確認する基本設

計等には含まれません。 

保安規定変更認可の審査において確認する理由は、（５）の御意見へ

の考え方を参照ください。 

なお、大飯発電所３号炉及び４号炉については、申請者が別途、保

安規定変更認可申請を行う方針としており、今般の審査において非

常用ディーゼル発電機のフィルタ取替等の技術的成立性について

判断は行っていません。 
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Ⅴ 審査結果（その他審査における主要な論点（保安規定に定める発電用原子炉施設の保全に関する措置について）） 

御意見の概要 考え方 

（３） 

 大飯３・４号非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過

程は成り立たない。 

審査書案７頁４行目「審査結果」では、大飯３・４号に関して

保安規定には触れていないが、その理由は下記の状況から、現

行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだ。 

 審査会合資料によると、層厚変更後の火山灰濃度を用いて

算出されたフィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集

容量到達までの時間）は、82 分であるのに対し、層厚変更

前に想定していたフィルタ取替及び清掃に要する時間は、

合計 100 分（取替 20 分、清掃 80 分）となっており、フィ

ルタの取替及び清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で

目詰まりしてしまう。 

したがって、フィルタの取替・清掃が成り立たないため、外

部電源が喪失した場合、全電源喪失となり、福島原発事故が

繰り返される危険がある。 

 フィルタの清掃について、審査会合資料では、初期から５回

目までの試験結果として、火山灰付着前のフィルタ前後の

圧力差を示した上で「フィルタ清掃試験結果では、清掃後フ

ィルタ差圧が回復し、差圧が大きく増える傾向がないこと

から、層厚見直し後に清掃回数が８回に増加しても成立す

る」としている。しかし大飯３・４号に関しては、初期差圧

26.4 が、5 回目の清掃後には 64.3 へと 2.43 倍に増加して

いるにも関わらず。8回の試験は行われていないため、8回

の取替・清掃過程が成り立つかどうかは確認されていない。 

 以上より大飯３・４号のフィルタ試験はやり直し、試験結果

（３） 

 大飯発電所３号炉及び４号炉については、申請者が別途、保安規定

変更認可申請を行う方針としており、今般の審査において現行の保

安規定で定める対策の成立性に対して判断は行っていません。この

ため、大飯発電所３号炉及び４号炉の審査書案に保安規定に係る記

載はありません。 

なお、御指摘の審査会合資料に記載されている内容は、層厚 10 ㎝

の時のフィルタ試験結果を基に申請者が行った暫定的な評価であ

るとの前提で説明を受けています。大飯発電所３号炉及び４号炉の

非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替及び清掃作業の成立性に

ついては、層厚見直し後の条件でのフィルタ性能試験及びフィルタ

取替・清掃作業の検証の結果を含めて、今後の保安規定変更認可申

請に係る審査において、公開の審査会合において確認することにな

ります。 
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のデータを公開すべき。それまで原発を止めておくべきだ。 

 

（４） 

 本件審査書案には、非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替に

ついての評価が記載されていないのはなぜか。 

 

（５） 

 フィルタが閉塞する問題については、設置変更許可についての

審査の中で問題とすべきである。従って、大飯３・４号の設置

変更許可は下すべきではない。従って、原子炉等規制法第四十

三条の三の二十三に基づき、直ちに大飯３・４号の運転停止を

命ずるべきである。 

 

 

 

（４） 

 同上 
 
 
（５） 

 原子力規制委員会は、平成 29 年 12 月 14 日付けで実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則の一部改正を行い、火山影響等発生

時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備を求め、これを保安規定に記載することを要求しました。 

非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替及び清掃については、非常

用交流動力電源設備の機能を維持するための対策として、上記の体

制の整備の一環として実施するものであって、運用に係る事項であ

るため、保安規定変更認可の審査において確認を行います。 
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審査書（案）に対する直接の御意見ではないが 

関連するものへの考え方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

  

別紙２ 
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1 
 

御意見の概要 考え方 

 本件意見提出フォームに入る際に、「意見募集要領（提出先を含

む）を確認しました。」にチェックを入れる箇所があるが、この

反応が悪く、アクセスができないので、改善を求める。 

 

 本件意見募集は総務省行政管理局が運営するe-Govパブリックコメ

ント Web サイトを用いて実施しており、頂いたご要望については利

用者サポートデスクに伝えます。 
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関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許

可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９７号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された、美浜発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）に対する

法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項各号に

規定する許可の基準への適合については、以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１３年

６月２２日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

別紙３－１ 
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から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金については、自己資金、

社債及び借入金により調達したとしていることから、申請者には本件申請に係

る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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(修正案) 
 
 

関 西 電 力 株 式 会 社 美 浜 発 電 所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（ ３ 号 発 電 用 原 子 炉 

施 設 の 変 更 ） に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付  
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1 

 

Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「美浜発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（3 号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年 1

月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）（以下「本申請」という。）の内容が、同条

第２項の規定により準用する以下の規定に適合しているかどうかを審査した結

果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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2 

 

号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、美浜発電所（以下「本発電所」という。）

3号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を変更すると

している。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cm から 22cm に変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2年 12 月 23 日付け原規規発第 2012235 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 
 
Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 3号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物

の最大層厚を変更するとしている。 
このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 
 
Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 
第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 
申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 
（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力
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中立点の深さ 7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮

（1997））、本発電所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性

は十分に小さいと評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 13.5cm であった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 21.4cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80 については、三方
み か た

湖
こ

東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 22cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3と設定した。 

 
当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 15cm と評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 22cm と評価した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離関係から総合的に

評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 
・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 
なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 
これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 
降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 
・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 
施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 
（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 
（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 
 
Ⅴ 審査結果 
関西電力株式会社が提出した「美浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(3号

発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年 1月 26 日及び令和

3年 2 月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の

６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合してい

るものと認められる。 

 

なお、審査の過程において、本申請による変更許可後に行われる設計及び工事の

計画の認可申請等の対応方針を確認したところ、申請者は、美浜発電所原子炉施設

保安規定（直近には令和 3 年 2 月 19 日付け原規規発第 2102192 号をもって変更認

可。以下「保安規定」という。）に定める、火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、降下

火砕物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請

による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした。 
これに対して規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保

安規定に定める措置により、降下火砕物の最大層厚の変更後においても発電用原子

炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であり、本申請による変更許可

後においても保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 変更後の最大層厚から推定した気中降下火砕物濃度で非常用ディーゼル発電

機の改良型フィルタの性能試験を実施した結果、フィルタ取替までの時間間

隔を短縮する必要があるが、保安規定で定めるフィルタ取替及び清掃の作業

に要する時間を変更する必要はないとの評価結果が得られたこと 

 火山影響対策に使用する屋外施設に対する静的荷重の影響について、荷重に

よる評価を行ったところ、発生応力は許容値を下回ることから、構造健全性

は確保されるとの評価結果が得られたこと 

 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、

フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるもの

の、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸

気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結

果が得られたこと 
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関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の

変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律に規定する許可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９８号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された、高浜発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉

施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については、以下のとおり

である。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、１号及び２

号発電用原子炉施設については平成２８年４月２０日付けで許可を受け

別紙３－２ 
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た記載を適用するという方針に変更はないこと、並びに３号及び４号発電

用原子炉施設については平成２７年２月１２日付けで許可を受けた記載

を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金については、自己資金、

社債及び借入金により調達したとしていることから、申請者には本件申請に係

る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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(修正案) 
 
 

関 西 電 力 株 式 会 社 高 浜 発 電 所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用

原子炉施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付  
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（1 号、2 号、3 号及び 4 号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9 月

26 日申請、令和 3年 1月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）（以下「本申請」と

いう。）の内容が、同条第２項の規定により準用する以下の規定に適合している

かどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、高浜発電所（以下「本発電所」という。）

1号炉、2号炉、3号炉及び 4号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕

物の最大層厚を変更するとしている。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cm から 27cm に変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2 年 12 月 2 日付け原規規発第 2012026 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 
 
Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の火山の影響に対する

設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を変更するとしている。 
このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 
 
Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 
第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 
申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 
（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力
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中立点の深さ 7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮

（1997））、本発電所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性

は十分に小さいと評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 21.9cm であった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 26.6cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80 については、三方
み か た

湖
こ

東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 27cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3と設定した。 

 
当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 25cm と評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 27cm と評価した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離関係から総合的に

評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 
・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 
なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 
これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 
降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 
・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 
施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 
（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 
（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 
 
Ⅴ 審査結果 
関西電力株式会社が提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(1号、

2号、3号及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年

1月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規

制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び

第４号に適合しているものと認められる。 

 

なお、審査の過程において、本申請による変更許可後に行われる設計及び工事の

計画の認可申請等の対応方針を確認したところ、申請者は、高浜発電所原子炉施設

保安規定（直近には令和 3 年 2 月 19 日付け原規規発第 2102193 号をもって変更認

可。以下「保安規定」という。）に定める、火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、本発

電所 1号炉及び 2 号炉については、降下火砕物の最大層厚の変更後においても当該

措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変

更はしないとした。 
これに対して規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保

安規定に定める措置により、本発電所 1号炉及び 2 号炉については、降下火砕物の

最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全のために必要な活動を行う

ことが可能であり、本申請による変更許可後においても保安規定を変更しないとの

申請者の方針は妥当であると判断した。 
 変更後の最大層厚から推定した気中降下火砕物濃度で非常用ディーゼル発電

機の改良型フィルタの性能試験を実施した結果、フィルタ取替までの時間間

隔を短縮する必要があるが、保安規定で定めるフィルタ取替及び清掃の作業

に要する時間を変更する必要はないとの評価結果が得られたこと 

 火山影響対策に使用する屋外施設に対する静的荷重の影響について、荷重に

よる評価を行ったところ、発生応力は許容値を下回ることから、構造健全性

は確保されるとの評価結果が得られたこと 

 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、

フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるもの

の、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸

気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結

果が得られたこと 
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関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

する許可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９９号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された、大飯発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）

に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１

項各号に規定する許可の基準への適合については、以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

６月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

別紙３－３ 
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から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金及び調達計画は必要とし

ないとしている。 

申請者の本変更については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しない

と判断した。このことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設

置変更するために必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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(修正案) 
 
 

関 西 電 力 株 式 会 社 大 飯 発 電 所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（ ３ 号 及 び ４ 号 発 電 用 原 子 炉 

施 設 の 変 更 ） に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付 
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「大飯発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（3号及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令

和 3 年 1月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）（以下「本申請」という。）の内容

が、同条第２項の規定により準用する以下の規定に適合しているかどうかを審査

した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、大飯発電所（以下「本発電所」という。）

3号炉及び 4号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を

変更するとしている。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cm から 25cm に変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2年 12 月 23 日付け原規規発第 2012236 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 
 
Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 3 号炉及び 4 号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、

降下火砕物の最大層厚を変更するとしている。 
このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 
 
Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 
第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 
申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 
（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力
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中立点の深さ 7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮

（1997））、本発電所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性

は十分に小さいと評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 19.3cm であった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 24.8cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80 については、三方
み か た

湖
こ

東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 25cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3と設定した。 

 
当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 22cm と評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 25cm と評価した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離関係から総合的に

評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 
・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 
なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 
これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 
降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 
・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 
施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 
（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 
（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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また、降下火砕物の影響による外部電源の喪失（７日間）を想定した場合の

タンクローリーによる非常用ディーゼル発電機の燃料輸送について、アクセス

ルートの復旧に要する作業時間の評価を行ったところ、燃料輸送が必要となる

非常用ディーゼル発電機起動後 3日に対して十分な時間余裕があり、燃料輸送

は可能であるとの評価結果が得られた。 
 
これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 
 

Ⅴ 審査結果 
関西電力株式会社が提出した「大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(3号

及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年 1 月 26 日

及び令和 3 年 2 月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４

３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に

適合しているものと認められる。 
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府 科 事 第 ６ ４ 号 
令和３年４月１４日 

 
原子力規制委員会 殿 
 
 
 

原子力委員会 
 
 
 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号発電

用原子炉施設の変更）について（答申） 

 

令和３年３月１７日付け原規規発第２１０３１７９号をもって意見照会のあった

標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の

３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準の適用については、別紙のとおりである。 
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KONISHI004
別紙４－１



（別紙） 
 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請書（３

号発電用原子炉施設の変更）に関する核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の

基準の適用について 
 
 
本件申請については、 
・発電用原子炉の使用の目的が商業発電用のためであること 
・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律（以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金の納付先である

使用済燃料再処理機構から受託した、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行う

ことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するということ 
・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子

力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者にお

いて実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰る、

また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするとき

は、政府の承認を受けるということ 
等の諸点については、その妥当性が確認されていること、加えて我が国では当該

発電用原子炉も対象に含めた保障措置活動を通じて、国内のすべての核物質が平

和的活動にとどまっているとの結論を国際原子力機関（ＩＡＥＡ）から得ている

こと、また、本件に関して得られた全ての情報を総合的に検討した結果から、当

該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められると

する原子力規制委員会の判断は妥当である。 
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府 科 事 第 ６ ５ 号 
令和３年４月１４日 

 
原子力規制委員会 殿 
 
 
 

原子力委員会 
 
 
 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１号、２

号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（答申） 

 

令和３年３月１７日付け原規規発第２１０３１７１０号をもって意見照会のあっ

た標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条

の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許

可の基準の適用については、別紙のとおりである。 
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KONISHI004
別紙４－２



（別紙） 
 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請書（１

号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項

第１号に規定する許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、 
・発電用原子炉の使用の目的が商業発電用のためであること 
・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律（以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金の納付先である

使用済燃料再処理機構から受託した、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行う

ことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するということ 
・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子

力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者にお

いて実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰る、

また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするとき

は、政府の承認を受けるということ 
等の諸点については、その妥当性が確認されていること、加えて我が国では当該

発電用原子炉も対象に含めた保障措置活動を通じて、国内のすべての核物質が平

和的活動にとどまっているとの結論を国際原子力機関（ＩＡＥＡ）から得ている

こと、また、本件に関して得られた全ての情報を総合的に検討した結果から、当

該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められると

する原子力規制委員会の判断は妥当である。 
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府 科 事 第 ６ ６ 号 
令和３年４月１４日 

 
原子力規制委員会 殿 
 
 
 

原子力委員会 
 
 
 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号及び

４号発電用原子炉施設の変更）について（答申） 

 

令和３年３月１７日付け原規規発第２１０３１７１１号をもって意見照会のあっ

た標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条

の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許

可の基準の適用については、別紙のとおりである。 
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KONISHI004
別紙４－３



（別紙） 
 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請書（３

号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第１号に規定す

る許可の基準の適用について 
 
 
本件申請については、 
・発電用原子炉の使用の目的が商業発電用のためであること 
・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関

する法律（以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金の納付先である

使用済燃料再処理機構から受託した、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行う

ことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するということ 
・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子

力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者にお

いて実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰る、

また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするとき

は、政府の承認を受けるということ 
等の諸点については、その妥当性が確認されていること、加えて我が国では当該

発電用原子炉も対象に含めた保障措置活動を通じて、国内のすべての核物質が平

和的活動にとどまっているとの結論を国際原子力機関（ＩＡＥＡ）から得ている

こと、また、本件に関して得られた全ての情報を総合的に検討した結果から、当

該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められると

する原子力規制委員会の判断は妥当である。 
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経 済 産 業 省 

２０２１０３１７資第２８号 

令 和 ３ 年 ４ 月 ５ 日  

原子力規制委員会 殿 

経済産業大臣 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３

号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について（回答）

令和３年３月１７日付け原規規発第２１０３１７９号により意見照会のあっ

た標記の件については、許可することに異存はない。
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経 済 産 業 省 

 

２０２１０３１７資第２９号 

  令 和 ３ 年 ４ 月 ５ 日  

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

 

経済産業大臣       

 

 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１ 
号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見 
の聴取について（回答） 

 

 

令和３年３月１７日付け原規規発第２１０３１７１０号により意見照会のあ

った標記の件については、許可することに異存はない。 
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経 済 産 業 省 

 

２０２１０３１７資第３０号 

  令 和 ３ 年 ４ 月 ５ 日  

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

 

経済産業大臣       

 

 

 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３ 
号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取につい 
て（回答） 

 

 

令和３年３月１７日付け原規規発第２１０３１７１１号により意見照会のあ

った標記の件については、許可することに異存はない。 
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（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 関西電力株式会社 

執行役社長 名 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

美浜発電所の発電用原子炉の設置変更（３号発電用原子炉施設の

変更）について 

 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９７号をもって一部

補正）をもって、申請のあった上記の件については、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第

１項の規定に基づき、許可します。 

 

別紙６－１ 
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（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 関西電力株式会社 

執行役社長 名 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

高浜発電所の発電用原子炉の設置変更（１号、２号、３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）について 

 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９８号をもって一部

補正）をもって、申請のあった上記の件については、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第

１項の規定に基づき、許可します。 

 

別紙６－２ 
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（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 関西電力株式会社 

執行役社長 名 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

大飯発電所の発電用原子炉の設置変更（３号及び４号発電用原子

炉施設の変更）について 

 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９９号をもって一部

補正）をもって、申請のあった上記の件については、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第

１項の規定に基づき、許可します。 

 

別紙６－３ 
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関西電力株式会社美浜発電所３号炉、高浜発電所１号炉、２号炉、３号
炉及び４号炉並びに大飯発電所３号炉及び４号炉の発電用原子炉 
設置変更許可申請書に関する審査の結果の案の取りまとめについて

（案） 
―大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しへの対応― 

 
令和３年３月１７日 

原子力規制委員会 

 

１．審査の結果の案の取りまとめについて 

 原子力規制委員会は、令和元年９月２６日に、関西電力株式会社（以下「関西電力」

という。）から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基

づき提出された美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書を受理した。また、令和３年１月２６日及び令和３年２月２６日に、関西電力

から当委員会に対し補正書の提出がなされた。 

 当委員会は、本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、原子

炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項

各号のいずれにも適合しているものと認められることから、別紙１－１～別紙１－３

のとおり審査の結果の案を取りまとめることとし、原子力委員会及び経済産業大臣の

意見を聴くこととする。 

 

２．原子力委員会への意見聴取 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６

第３項の規定に基づき、別紙２－１～別紙２－３のとおり同法第４３条の３の６第１

項第１号に規定する許可の基準の適用について原子力委員会の意見を聴くこととす

る。 

 

３．経済産業大臣への意見聴取 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、別紙３－１～別紙３－３のとおり

経済産業大臣の意見を聴くこととする。 

 

４．科学的・技術的意見の募集 

本発電所については、新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可の際、その審査

書案に対する科学的・技術的意見の募集を行った（美浜３号炉については平成２８年

８月４日から３０日間、高浜発電所１号炉及び２号炉については平成２８年２月２５

日から３０日間、高浜発電所３号炉及び４号炉については平成２６年１２月１８日か

ら３０日間、大飯発電所３号炉及び４号炉については平成２９年２月２３日から３０

日間）。今回の申請に係る審査書案を取りまとめるに当たっては、 

（案の１）：添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行う。 

（案の２）：添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行わない。 

資料２―１ 
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５．今後の予定 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果（上記４．の（案の１）の場合

には、添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の結果を含む。）を踏まえ、

原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の規定に基づく本申請に対する許可処分の

可否について判断を行う。 

また、これらの発電所について、本件許可後に行われる設計及び工事の計画の認可

その他の処分並びに検査等の措置の取扱いについては、令和元年度第１３回原子力規

制委員会において決定した方針（別添１）に従い、今後、関西電力から、公開の審査

会合において、工事に要する期間その他の本件許可に係る対応を完了させるべき期限

を判断するために必要な事項を聴取した上で、本件許可と併せて、当委員会として決

定する。 

 

６．その他 

本申請に至る経緯について、以下に示す。 

・平成３１年４月１７日（平成３１年度第４回原子力規制委員会） 

当委員会は、大山火山の大山生竹テフラ（以下「ＤＮＰ」という。）の噴出規模

が 11 km3程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラとＤＮＰが一連の巨大

噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは本件発電用原子炉施設の

火山影響評価において想定すべき自然現象であることを認定した。 

 

・令和元年５月２９日（令和元年度第１０回原子力規制委員会） 

当委員会は、平成３１年度第４回原子力規制委員会において認定された事実に

基づけば、美浜発電所３号発電用原子炉施設、高浜発電所１号、２号、３号及

び４号発電用原子炉施設並びに大飯発電所３号及び４号発電用原子炉施設（以

下「本件発電用原子炉施設」）における降下火砕物の最大層厚の設定は、火山事

象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であり、実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第６条

第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第４３条の３の２３第１

項の規定に基づき、本件発電用原子炉施設について基本設計ないし基本的設計

方針を変更することを命ずる方針を決定した。また、命令を発出するにあたっ

て、関西電力に弁明の機会の付与の通知を行った。 

 

・令和元年６月１日 

弁明の機会の付与に対し、関西電力から、弁明しない旨の回答を受領した。 

 

・令和元年６月１９日（令和元年度第１３回原子力規制委員会） 

当委員会は、関西電力に対し、原子炉等規制法第４３条の３の２３第１項に基

づき、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合するよう、

本件発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針を変更することについ

て、令和元年１２月２７日までに原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の許

可に係る申請を行うよう命令を発出することを決定し、同日命令を発出した。 

2
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（別紙と参考） 

別紙１ 発電用原子炉設置変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

別紙１添付 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書（案） 

   （別紙１－１：美浜、別紙１－２：高浜、別紙１－３：大飯） 

別紙２ 発電用原子炉の設置変更許可に関する意見の聴取について(原子力委員会) 

   （別紙２－１：美浜、別紙２－２：高浜、別紙２－３：大飯） 

別紙３ 発電用原子炉の設置変更許可に関する意見の聴取について(経済産業大臣) 

   （別紙３－１：美浜、別紙３－２：高浜、別紙３－３：大飯） 

別添１ 大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴うその他の審査・検査

の取扱いについて（令和元年６月１９日 原子力規制委員会 資料２） 
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大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴う 
その他の審査・検査の取扱いについて（案） 

 

令和元年６月１９日 

原子力規制委員会 

 

１．経緯  

関西電力株式会社高浜発電所、大飯発電所及び美浜発電所について、原子力規制委員会

は、平成３１年度第４回原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）

の噴出規模は 11 ㎦程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一

連の巨大噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価において想定

すべき自然現象であることを認定し、令和元年度第１０回原子力規制委員会において、上

記のとおり認定した事実に基づけば、火山事象に係る「想定される自然現象」の設定とし

て明らかに不適当であり、設置許可基準規則第６条第１項への不適合が認められるため、

原子炉等規制法第４３条の３の２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針

を変更することを命ずる方針を決定したところである。 

 

２．本件命令に係る考え方  

本件は、いわゆるバックフィットの適用である。バックフィットを行うための法的手段

には、大別して、新知見を踏まえて法令等の新設・改正を行うものと、既存の法令等の解

釈上、事実関係について新知見を取り入れるものとがある。前者（法令等改正型）につい

ては、基本的には、いわゆる経過措置規定等において猶予期間の有無やその内容等につい

て規定することとなる。本件ＤＮＰの噴出規模の見直しは、新知見によって既許可の火山

事象に係る想定が基準を満たしていないことが判明した後者（新知見対応型）の事例であ

り、経過措置規定に相当する明示的な定めを置く法令上の仕組みがないが、継続的安全性

向上を図るための技術的見地からは、猶予期間の有無及び内容等については、同様に考え

るべきである。 

 

本件は、既許可の火山事象に係る想定が不適当であることから基本設計ないし基本的設

計方針の変更を命じたものであり、これが適切に履行されれば、設置変更許可において想

定すべき火山灰の層厚が決まり、後続の工事計画認可の審査において層厚の変更が施設の

安全機能にもたらす具体的影響の有無及び範囲が確定し、使用前検査により実際の施設の

状態について安全機能の有無が確定することになる。また、その時点以降の施設定期検査

は、これを前提に行うことになる。 

このように、新知見がもたらす具体的な影響は、バックフィット命令の適切な履行（後

続手続を含む）を経て確定していくものであり、また技術的にもそのようにすべきである。 

本件命令はこうした対応が確実になされるようにするため発出したものであるから、こ

れらが完了するまでの間、他の審査・検査における関係法令の解釈において、新知見を採

用して適合性を判断することを求めるものではないし、施設の使用の停止を命じる必要性

資料２ 
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が認められない現状において、本件命令により他の申請に係る審査・検査が滞り、それら

による安全対策が遅延することはバックフィット制度の運用として想定していないもので

ある。こうした他の許認可等の手続において、新知見に基づく判断を必要とするかどうか

は、工事計画認可、保安規定変更認可、使用前検査、施設定期検査等の別を問わず、原子

力規制委員会が当該新知見の性質やバックフィット命令の履行状況等に照らし、科学的、

技術的観点から判断すべきものである。 

 

３．他の審査・検査における新たな知見の取扱いについて  

上記を踏まえ、他の審査・検査中の案件及び今後申請される審査・検査案件については、

「新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方（平成２７年１

１月１３日原子力規制委員会決定）」に準じて取り扱うこととする。すなわち、①新たな知

見を既存の施設等に適用する場合には、被規制者が当該知見に対応するために必要な期間

を確保することを基本とし、②この期間は、原子力規制委員会が、当該知見の安全上の重

要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個別に設定する。 

なお、安全上緊急の必要性がある場合には、当該知見を即時に適用する。 

 

必要な期間を確保するための具体的な方法としては、新たな知見への対応を上記の趣旨

に沿って行うことにより、これを実現する。すなわち、原子力規制委員会として、新知見

のもたらす安全上の重要性を勘案して、一定の期限を設定し、それまでの間は、既存の知

見に基づいて規制基準への適合性を判断する旨を決定することで、猶予期間を設けること

とする。 

本件において、期限の設定については、ＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設置変更許可

を行う時点で、新たな想定の安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間を具

体的に見通すことができると考える。 

 

４．まとめ  

以上をまとめると、ＤＮＰの噴出規模の見直しに関しては、（ⅰ）平成３１年度第４回原

子力規制委員会において判断したとおり、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状

況にあるとはいえず、原子力規制委員会が認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火

砕物により当該発電所が大きな影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）

命令の適切な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況

に照らせばこれで足りることなどから、今後の対応は以下の通りとする。 

1. 本件命令に係る手続が進んでいる状況下（ＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設置変更

の許可までの間）においては、他の審査・検査中の案件や今後申請される審査・検査

案件については、従前の火山事象に関する想定を前提として規制基準への適合性を判

断する。 

2. ＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設置変更の許可を行う際、新たな想定の安全上の重

要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、新たな想定の反

映を完了させるべき期限を設定するとともに、他の審査・検査案件の取扱いを定める。 
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２０２１年 ４月 ８日
関西電力株式会社

美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の
大山生竹テフラの噴出規模見直し対応に必要な期間について

別紙８

第964回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和3年4月8日）資料1－1（抜粋）
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1大山生竹テフラ噴出規模見直しに係る対応に必要な期間について（１／２）

１．大山生竹テフラ（DNP）の噴出規模見直しに係る対応

(1) 設工認
〇 設工認で説明する設備・建屋の強度評価※1は2021年6月初旬に揃うため、2021年6月末に７ユニット同時で

設工認（高浜3/4号機は特重施設含む）を想定。
※1 設置許可の審査でお示しした許容層厚に対する裕度が少ない施設について、作業員荷重を考慮した再評価

〇 審査は、以下を仮定し、2022年１月下旬の認可を想定。
・ 1チームでの審査を念頭。
・ 代表ユニットで全体的な説明を行い、設工認上の設計方針に了承が得られた後、他プラントの差分を説明。
・ 審査期間は、代表プラントを美浜3号機として3ヶ月、残りのプラントで1ヶ月を想定。

これに、審査を通じ再評価が必要となった場合への対応として、最も期間を要する屋外タンクの再解析（1ケース※2）
及び補正手続きの期間2ヶ月を考慮し、計6ヶ月を想定。
※2 裕度が最も小さいタンクの再解析を念頭。

・ 設工認の審査完了後の処分期間として1ヶ月を想定。

(2) 保安規定
〇 フィルタ性能試験結果を反映したSG水位解析等が2021年3月に完了しているため、設工認申請と同時に

2021年6月末に保安規定の申請を想定（高浜3/4号機、大飯3/4号機※3 ） 。
※3 美浜3号機、高浜1/2号機は、現行保安規定に定める措置により、降下火砕物の最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全の

ために必要な活動を行うことが可能であり、保安規定を変更しない。

〇 審査は、設工認と並行で審査（3ヶ月）を想定し、設工認認可後の2022年2月上旬の認可を想定。

(3) 使用前事業者検査及び使用前確認
〇 基本設計方針の変更（層厚見直し）に伴い、荷重影響を受ける施設の使用前事業者検査を想定。
〇 使用前確認の申請～検査開始までに1ヶ月、使用前確認後の手続きで1ヶ月の期間を考慮し、対応完了を

2022年3月下旬と想定。
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2大山生竹テフラ噴出規模見直しに係る対応に必要な期間について（２／２）

年 2021 2022 2023

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

DNP
(T34特
重含む)

▽許可（想定）

▽審査書付議

設置許可

設工認 7プラント分の審査

▽申請（想定）

▽ 1/26補正

パブコメ期間

設備・建屋の強度解析
申請準備

使用前確認

保安規定
（T34O34のみ）

許可から11ヶ月を想定
▽ 2/26再補正

▽認可（想定）

▽申請（想定）

DNP対応
完了時期

▽認可（想定）

SG解析

▽完了（想定）申請（想定）▽
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3並行して審査・検査中の案件の対応について（１／３）

２．その他案件の対応
〇DNPに係る設置変更の許可後、直ちに設工認・保安規定・使用前確認を整合させる場合、下記案件に関する対策・

運用が、DNPに係る認可取得まで着手、継続できず、速やかな安全性向上に影響が出る。
・ 技術基準規則7条、54条の審査対象（火山に係るもの）となる設工認は、DNP設工認の認可後まで、各設工認

の認可が整合しないこととなり、安全対策に必要な工事に着手できなくなる。
・ 保安規定や使用前確認は、DNPに係る保安規定・設工認認可までは、技術基準等への適合性の確認ができず、

安全対策に必要な設備の運用開始が出来なくなる。
〇したがって、上記についてはDNPに係る対応期限までは、従来の火山灰層厚を前提に適合性を判断いただき、別途

速やかに、火山灰層厚見直しに伴う手続き（特重施設の変更認可申請等）を実施したいと考えており、猶予期間の
設定を考慮して頂きたいと考えている。

(1) 設置許可
① 許可番号の反映など「行政文書としての整合を図る」ものは、当該処分の上で必要となる時期までに対応する。

(2) 設工認
【7条または54条（火山に係るもの）の審査対象】
① 審査中及び審査予定の大飯3/4号機の特重設工認及び美浜3、大飯3/4号機の第３バッテリー設工認は、既許可

の火山灰層厚を前提としており、対応期限までは、既許可の火山灰層厚を前提として適合性を判断頂き、必要な工
事を継続し、施設の早期運用開始を目指したい。
なお、層厚変更への対応は、認可後に特重設工認の変認手続きを実施することとしたい※1※2。
※1 認可済の高浜1/2号機の特重設工認も同様。
※2 第３バッテリー設工認に対する層厚変更への対応は、当該施設が設置される建屋の設工認にて実施。

【7条または54条（火山に係るもの）の審査対象外】
② 火山対応方針に係る設計変更を伴うものではない※3ため、手続き上の影響はない。

※3 設置許可との整合の観点で、各設工認の許可整合の説明書にて、「DNP対応に係る許可処分の影響を受けない」旨、追記予定。

82



4並行して審査・検査中の案件の対応について（２／３）
２．その他案件の対応
(3) 保安規定
【実用炉規則第92条第1項第16号（火山に係るもの）の審査対象】
① 特重施設設置に伴い実用炉規則第92条第1項第16号（火山に係るもの）に係る変更を申請予定であり、設工認同様、

特重の早期運用開始に向けて、対応期限までは、既許可の火山灰層厚を前提として、適合性を判断いただきたい。
なお、高浜3/4、大飯3/4号機は保安規定添付２に「電源車をタービン建屋内へ配置する」等の既許可の火山灰層厚を

前提とした手順があるが、特重以外の案件は火山影響等と関係せず当該箇所を変更申請しないため、【実用炉規則第92
条第1項第16号の審査対象外】と整理した。

【実用炉規則第92条第1項第16号（火山に係るもの）の審査対象外】
② 実用炉規則第92条第1項第16号（火山に係るもの）に係る変更ではないため、手続き上の影響はない。

(4) 使用前確認
【7条または54条（火山に係るもの）の審査対象】
① 既認可に従って検査を進めている使用前検査（確認）※4は、対応期限までは、既認可及び既許可の火山灰層厚を前提

として技術基準適合を判断頂き、層厚変更への対応は、DNP設工認あるいは特重設工認の変認にて実施することとしたい。
※4 高浜1/2号機、美浜3号機の新規制基準対応工認、高浜3/4号機以外の特重設工認及び第３バッテリー設工認が対象。それぞれ工事

完了に向けた検査を進めており、既許可の火山灰層厚を前提に使用前確認を頂けない場合、工事完了時期（特重施設運用開始）に
影響を及ぼす。

【7条または54条（火山に係るもの）の審査対象外】
② 火山に係る技術基準の適用対象外であるため、手続き上の影響はない。
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5並行して審査・検査中の案件の対応について（３／３）

年 2021 2022
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

【再掲】
DNP
(T34特重含む)

並行す
る許認
可案件
の対応
イメージ

(1)
設置許可

(2)
設工認

(3)
保安規定

(4)
使用前
確認

設置許可
▽許可（想定）

設工認 7プラント分の審査
▽申請（想定）

使用前確認

許可から11ヶ月を想定
▽認可（想定）

DNP対応
完了時期※２

▽完了（想定）

②審査中の設工認審査

DNPの許可後、各設工認の認可までに
許可整合の説明書の補正を実施

①審査中の設置許可審査

DNPの許可後、各設置変更の許可までに
DNPの許可番号などを反映するための補正を実施

※１ この時点においてまだ審査中の特重案件については、
認可後に変認手続きを実施

※２ ただし、高浜3/4号機以外の特重施設について、上
記のDNP対応完了時期以降に特重施設を運用開
始する場合はその時期までに対応

①審査中の特重設工認審査

DNPの許可後も、対応期限までは既許可の火山灰層
厚を前提として規制基準への適合性を判断頂きたい

特重の変更認可の審査
▽変認申請※１

①特重保安規定審査(今後申請)
DNPの許可後も、対応期限までは、既許可の火山灰
層厚を前提として規制基準への適合性を判断頂きたい

①実施中の使用前審査

DNPの許可後も、対応期限までは、既認可及び既許可の
火山灰層厚を前提に技術基準適合を判断を頂きたい

②特重以外の審査（組織改正等）

保安規定(T34O34のみ)
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(修正案)  
 

 

関西電力株式会社美浜発電所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（ ３ 号 発 電 用 原 子 炉 

施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術
的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

参考１－１ 

※資料中の赤字部分は、意見募集における案からの修正箇所を示す
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1 

 

Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32年法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「美浜発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（3号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26日申請、令和 3年 1

月 26日及び令和 3年 2月 26日補正）（以下「本申請」という。）の内容が、同条

第２項の規定により準用する以下の規定に適合しているかどうかを審査した結

果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5月 27日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 28日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910号（平成 25年 6月 19日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 

申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、美浜発電所（以下「本発電所」という。）

3号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を変更すると

している。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cmから 22cmに変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2年 12月 23日付け原規規発第 2012235号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 3号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物

の最大層厚を変更するとしている。 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 

申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 

（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力
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中立点の深さ 7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮

（1997））、本発電所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性

は十分に小さいと評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 13.5cmであった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 21.4cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80については、三方
み か た

湖
こ

東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80の降灰層厚は 10cm以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 22cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を 1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3と設定した。 

 

当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 15cmと評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 22cmと評価した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離の関係から総合的

に評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 

・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 

なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 

これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 

降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 

・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 

（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 

（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 

 

 

Ⅴ 審査結果 

関西電力株式会社が提出した「美浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(3号

発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26日申請、令和 3年 1月 26日及び令和

3年 2月 26日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の

６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合してい

るものと認められる。 

 

なお、審査の過程において、本申請による変更許可後に行われる設計及び工事の

計画の認可申請等の対応方針を確認したところ、申請者は、美浜発電所原子炉施設

保安規定（直近には令和 3 年 2 月 19 日付け原規規発第 2102192 号をもって変更認

可。以下「保安規定」という。）に定める、火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、降下

火砕物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請

による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした。 

これに対して規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保

安規定に定める措置により、降下火砕物の最大層厚の変更後においても発電用原子

炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であり、本申請による変更許可

後においても保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 

 変更後の最大層厚から推定した気中降下火砕物濃度で非常用ディーゼル発電

機の改良型フィルタの性能試験を実施した結果、フィルタ取替までの時間間

隔を短縮する必要があるが、保安規定で定めるフィルタ取替及び清掃の作業

に要する時間を変更する必要はないとの評価結果が得られたこと 

 火山影響対策に使用する屋外施設に対する静的荷重の影響について、荷重に

よる評価を行ったところ、発生応力は許容値を下回ることから、構造健全性

は確保されるとの評価結果が得られたこと 

 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、

フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるもの

の、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸

気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結

果が得られたこと 
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(修正案)  
 

 

関西電力株式会社高浜発電所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用

原子炉施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術
的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

参考１－２ 

※資料中の赤字部分は、意見募集における案からの修正箇所を示す
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32年法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（1 号、2 号、3 号及び 4 号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9 月

26日申請、令和 3年 1月 26日及び令和 3年 2月 26日補正）（以下「本申請」と

いう。）の内容が、同条第２項の規定により準用する以下の規定に適合している

かどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5月 27日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 28日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910号（平成 25年 6月 19日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 

申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、高浜発電所（以下「本発電所」という。）

1号炉、2号炉、3号炉及び 4号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕

物の最大層厚を変更するとしている。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cmから 27cmに変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2 年 12 月 2 日付け原規規発第 2012026 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の火山の影響に対する

設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を変更するとしている。 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

100



 

 

 

 

4 

 

 審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 

申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 

（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力
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中立点の深さ 7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮

（1997））、本発電所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性

は十分に小さいと評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 21.9cmであった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 26.6cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80については、三方
み か た

湖
こ

東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80の降灰層厚は 10cm以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 27cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を 1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3と設定した。 

 

当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 25cmと評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 27cmと評価した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離の関係から総合的

に評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 

・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 

なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 

これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 

降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 

・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 

（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 

（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 

 

 

Ⅴ 審査結果 

関西電力株式会社が提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(1号、

2号、3号及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26日申請、令和 3年

1月 26日及び令和 3年 2月 26日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規

制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び

第４号に適合しているものと認められる。 

 

なお、審査の過程において、本申請による変更許可後に行われる設計及び工事の

計画の認可申請等の対応方針を確認したところ、申請者は、高浜発電所原子炉施設

保安規定（直近には令和 3 年 2 月 19 日付け原規規発第 2102193 号をもって変更認

可。以下「保安規定」という。）に定める、火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、本発

電所 1号炉及び 2号炉については、降下火砕物の最大層厚の変更後においても当該

措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変

更はしないとした。 

これに対して規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保

安規定に定める措置により、本発電所 1号炉及び 2号炉については、降下火砕物の

最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全のために必要な活動を行う

ことが可能であり、本申請による変更許可後においても保安規定を変更しないとの

申請者の方針は妥当であると判断した。 

 変更後の最大層厚から推定した気中降下火砕物濃度で非常用ディーゼル発電

機の改良型フィルタの性能試験を実施した結果、フィルタ取替までの時間間

隔を短縮する必要があるが、保安規定で定めるフィルタ取替及び清掃の作業

に要する時間を変更する必要はないとの評価結果が得られたこと 

 火山影響対策に使用する屋外施設に対する静的荷重の影響について、荷重に

よる評価を行ったところ、発生応力は許容値を下回ることから、構造健全性

は確保されるとの評価結果が得られたこと 

 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、

フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるもの

の、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸

気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結

果が得られたこと 
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(修正案)  
 

 

関西電力株式会社大飯発電所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（３号及び４号発電用原子炉 

施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術
的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

参考１－３ 

※資料中の赤字部分は、意見募集における案からの修正箇所を示す
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32年法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「大飯発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（3号及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26日申請、令

和 3年 1月 26日及び令和 3年 2月 26日補正）（以下「本申請」という。）の内容

が、同条第２項の規定により準用する以下の規定に適合しているかどうかを審査

した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5月 27日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 28日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910号（平成 25年 6月 19日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 

申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、大飯発電所（以下「本発電所」という。）

3号炉及び 4号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を

変更するとしている。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cmから 25cmに変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2年 12月 23日付け原規規発第 2012236号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 3 号炉及び 4 号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、

降下火砕物の最大層厚を変更するとしている。 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 

申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 

（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力
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中立点の深さ 7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮

（1997））、本発電所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性

は十分に小さいと評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 19.3cmであった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 24.8cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80については、三方
み か た

湖
こ

東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80の降灰層厚は 10cm以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 25cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を 1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度を 1.5g/cm3と設定した。 

 

当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 22cmと評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 25cmと評価した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離の関係から総合的

に評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 

・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 

なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 

これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 

降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 

・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 

（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 

（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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また、降下火砕物の影響による外部電源の喪失（７日間）を想定した場合の

タンクローリーによる非常用ディーゼル発電機の燃料輸送について、アクセス

ルートの復旧に要する作業時間の評価を行ったところ、燃料輸送が必要となる

非常用ディーゼル発電機起動後 3日に対して十分な時間余裕があり、燃料輸送

は可能であるとの評価結果が得られた。 

 

これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 

 

 

Ⅴ 審査結果 

関西電力株式会社が提出した「大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(3号

及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26日申請、令和 3年 1月 26日

及び令和 3 年 2 月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４

３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に

適合しているものと認められる。 
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